
大阪府男女共同参画推進ネットワークについて

○行政(大阪府･市町村）と民間団体・グループによる幅広いネットワークを構築し、連携を図ることにより、

男女共同参画の取り組みの輪を広げ、オール大阪で男女ともに、いきいきと自分らしく伸びやかに生き

ることができる社会の実現を目指すため、 「大阪男女共同参画推進ネットワーク」を設置する。

○主な活動

（１）男女共同参画に関する情報提供事業

大阪府ホームページでの情報発信（ネットワーク紹介）、会員向けメールマガジンの配信 など

（２）参画団体等の相互理解と連携を深め、男女共同参画の推進に資する事業

講演会等の開催、会員の関心テーマ別の分科会(※)での活動発表、セミナー開催 など
※例：社会における女性の活躍支援、子育て支援、人権尊重(女性に対する暴力根絶等）、健康医療･福祉、国際社会における男女共同参画

（３）国、府、市町村との連携による男女共同参画の推進に資する事業

「国･地方男女共同参画推進ネットワーク」への参画 (国連携会議全体会議への参加等）、

男女共同参画週間（6月）、女性に対する暴力をなくす運動期間(11月）等における府・市町村事業等

との連携 など

（４）その他ネットワークの目的に沿った事業

○組 織 など

・事務局 大阪府男女参画･府民協働課

・会員へのメールによるアンケート等で意見を集約し、活動に反映。(代表、企画委員会等は定めない）
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大阪府男女共同参画推進ネットーワークの活動イメージ

大阪府男女共同参画推進
ネットワーク

会員：男女共同参画に取り組む

府内の女性団体、公益法人、 NPO法人、
大学、専門家団体等

(事務局:府男女参画･府民協働課）

男女共同参画推進連携会議(国）

市町村

府 民

企業･各種
団体等

《「国･地方男女共同参画推進ネットワーク」》への参画
全国で12の府県、政令指定都市の組織が参加 (全体会議･共催事業への参加等）

《 情報提供》《情報提供》

【 情 報 発 信 】

･男女共同参画づくりに関し、国民的な
取り組みを推進するために、各界･各
層との情報･意見交換その他の必要
な連携を図る組織。

・有識者と各種団体推薦委員で構成

《 連 携 》
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大阪府男女共同参画推進ネットワークへの参画募集

• ネットワークの目的、活動内容に賛同し協力する、次の要件
を満たす法人・任意団体(政治、宗教、営利を目的は除く）

･男女共同参画の取組みを継続的に行っている。

・規約又はそれに準ずるものがある。

・府内に主たる事務所があり、電子メール(携帯電話不可）での通信･連

絡が可能。

・府内に下部組織のある連合体については、その代表組織

・法人格のない団体は、10名以上で代表者を有する。

• 要件を満たす法人･団体は、手続きを経て登録。
・登録期間は最長２年。２年度毎に実績、会員数等を確認し更新
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